
ひとのWell-beingにみどりとの関わりは必要不可欠

兵庫県立淡路景観園芸学校園芸療法課程では、

植物との関わりをひとの健康づくりに用いる

「園芸療法士」と「みどりと健康活動指導士」

を養成しています。

令和９年度 学生募集

園芸療法課程

学
校
説
明
会

詳しくは学校ホームページ
をご覧ください

8⽉2⽇(⽇) 10:00−12:00  
兵庫県中央労働センター

9⽉6⽇(⽇) 13:00−15:00
兵庫県⽴のじぎく会館

9⽉27⽇(⽇) 13:00−15:30
兵庫県⽴淡路景観園芸学校

⼊
試
予
定

11⽉14⽇(⼟) 

1⽉16⽇(⼟)  

前期コース

※後期コースは前期コース修了者および
修了⾒込み者のみ受験可能

後期コース

園芸療法課程では、ガーデニングの基礎や植物

のこと、植物のある環境や園芸活動を介して、

いかにひとの健康やWell-beingにはたらきか

けるかを授業や演習を通じて学んでいきます。

仕事を持ちながら通うことができるよう、月に

2回程度の週末授業を中心としたコースです。



みどりとの関わりをひとの健康に活かす専門家
「園芸療法士」「みどりと健康活動指導士」を養成

お問い合わせ先 兵庫県立淡路景観園芸学校 普及指導課
〒656-1726 兵庫県淡路市野島常盤954-2

                     Tel : 0799-82-3455 E-mail：alpha＠awaji.ac.jp

【前期コース】1年間（週末のみの講義＋年8回程度の実習） 定員10名

みどりと健康活動指導士（兵庫県知事認定）資格授与

✓ みどりと健康活動指導士のしごと

園芸の健康効果を活かし、疾病予防や健康維持、社会的つながりの促進を支援する。

医療・福祉施設や地域、学校、保育園などで園芸活動の導入・運営に関わる。

【後期コース】1年間（週末のみの講義＋年間18回の施設実習） 定員3名

※前期コース修了者および修了見込み者のみ受験可能

兵庫県園芸療法士（兵庫県知事認定）資格授与

✓ 園芸療法士のしごと

主に医療・福祉施設で、障がいや疾患のある人に園芸療法を継続的に実施する。

対象者の評価から目標設定、園芸療法計画の立案、実施、評価までを行う。

園芸療法課程は通学のみの２コース制です

園芸療法士とみどりと健康活動指導士の役割
コロナ禍以降、みどりとの関わりによる健康維持効果に注目が集まっています。

みどりとの関わりが、ひとのWell-being向上につながることもわかってきました。

予防医療や一般市民のストレスケア、健康志向の社会的ニーズが増大しているなか、

医療・福祉施設のみならず、地域やまちづくり、学校や企業など幅広い分野で、

みどりとの関わりによる健康維持活動を指導できる人が求められています。


